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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録媒体を保持する記録媒体ホルダーであって、
　電気的な接続により読み書き可能であり、デジタル情報、又はデジタル情報及びその内
容を示す情報を記録している１個以上の記録媒体を、電気的に接続された状態で保持する
保持手段と、
　利用者から、記録媒体の選択のための入力を受け付ける選択入力手段と、
　前記選択入力手段により受け付けられた利用者の入力に基づき、前記保持手段により保
持及び接続されている前記記録媒体の中から１個の記録媒体を選択する選択手段と、
　選択された記録媒体の媒体種別を確認する媒体種別確認手段と、
　前記媒体種別確認手段において、前記記録媒体が、相互認証を行うことを示す認証タイ
プであると確認された場合に、選択された記録媒体との間で、相互認証を行う認証手段と
、
　前記認証手段の結果に基づいて、選択された記録媒体に記録されているデジタル情報へ
のアクセスが許可されているか否かを判定する判定手段と、
　前記判定手段がアクセス可と判定した場合に、選択された前記記録媒体に記録されてい
るデジタル情報又はその内容を示す情報を表示する表示手段と
　を備え、
　前記記録媒体は、特別に許可された外部装置のみがアクセスすることを許可された管理
領域を備え、前記管理領域は、媒体種別情報を記憶しており、前記媒体種別情報は、当該
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記録媒体が前記外部装置との間で相互に機器認証を行うタイプであるか否かを示し、
　前記記録媒体ホルダーは、前記管理領域へのアクセスを許可された前記外部装置であり
、
　前記媒体種別確認手段は、前記記録媒体の前記管理領域から前記媒体種別情報を取得し
、取得した媒体種別情報を用いて、前記記録媒体が相互認証を行うことを示すタイプであ
るか否かを判断する
　ことを特徴とする記録媒体ホルダー。
【請求項２】
　前記記録媒体ホルダーは、さらに、
　利用者から入力パスワードを受け付けるパスワード入力手段と、
　予め機器パスワードを保持しているパスワード保持手段と、
　前記媒体種別確認手段において、前記記録媒体が、機器パスワードの確認を行うことを
示すタイプであると確認された場合に、前記入力手段により受け付けられた入力パスワー
ドと、前記パスワード保持手段に保持されている機器パスワードとが、一致するか否かを
確認するパスワード確認手段とを含み、
　前記判定手段は、前記パスワード認証手段の結果に基づいて、選択された記録媒体に記
録されているデジタル情報へのアクセスが許可されている否かを判定する
　ことを特徴とする請求項１に記載の記録媒体ホルダー。
【請求項３】
　前記記録媒体は、さらに、予め媒体パスワードを保持しているパスワード保持手段を備
え、
　前記記録媒体ホルダーは、さらに、
　利用者から入力パスワードを受け付けるパスワード入力手段と、
　前記媒体種別確認手段において、前記記録媒体が、媒体パスワードの確認を行うことを
示すタイプであると確認された場合に、前記入力手段により受け付けられた入力パスワー
ドと、前記パスワード保持手段に保持されている媒体パスワードとが、一致するか否かを
確認するパスワード確認手段と、
　前記判定手段は、前記パスワード認証手段の結果に基づいて、選択された記録媒体に記
録されているデジタル情報へのアクセスが許可されている否かを判定する
　ことを特徴とする請求項１に記載の記録媒体ホルダー。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、情報を記憶するための情報記録媒体を保持する保持装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来よりデジタル情報を記憶するためにフレキシブルディスク（ＦＤ）などの記録媒体が
用いられている。
ＦＤに記憶されているデジタル情報を利用者が容易に知ることができるように、記憶され
ているデジタル情報の内容を示すタイトルやインデックスなどの情報が記載されたシール
がＦＤの外面に貼付される。利用者は、貼付されたシールを見ることにより、必要なＦＤ
を探し出す。
【０００３】
しかしながら、記録媒体の小型化が進み、記録媒体に貼付するシールがさらに小さくなり
、シールに十分な情報を記載することができない、又はシールを貼付するスペースが記録
媒体上にないなどの問題点がある。
このような問題点を解決するために、特開平２－１１５９９６号公報によると、ＰＣカー
ド表面にデータ内容を表示する表示部を設け、表示部に表示された情報によりカードを識
別する技術が開示されている。
【０００４】
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また、特開平４－３６７０９０号公報によると、メモリカードに液晶表示部を設け、記憶
しているタイトルなどのデータを液晶表示部に表示する技術が開示されている。これらの
技術は、ともにカード自体に内容を表示させることにより、シールに代替させている。
また、特開２００１－１０１３５６号公報によると、ＰＣカードアダプタにＬＣＤを設け
、このＬＣＤにカードに記憶した画像や撮影日時等の付加情報を表示する技術が開示され
ている。
【０００５】
さらに、特開２０００－２９９９８号公報によると、複数枚のメモリカードを装着できる
記録再生装置が開示されており、前記記録再生装置は、動作中のカードの内容を表示する
表示部を備えている。また、特開２０００－３２５８２号公報によると、ヘッドバンド部
にチェンジャー機能を持たせて複数枚のメモリカードを収納し、メモリカードを選択して
再生する手段を内蔵するヘッドホーン装置が開示されている。これらの技術は、記録媒体
を保持するホルダーにその内容を表示させるものである。
【０００６】
【特許文献１】
特開平２－１１５９９６号公報
【０００７】
【特許文献２】
特開平４－３６７０９０号公報
【０００８】
【特許文献３】
特開２００１－１０１３５６号公報
【０００９】
【特許文献４】
特開２０００－２９９９８号公報
【００１０】
【特許文献５】
特開２０００－３２５８２号公報
【００１１】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記の従来技術によると、記録媒体、アダプタ、再生装置などに、記録媒
体の内容を示す情報を表示することができるので、記録媒体にシールを貼付する場合の問
題点は解決されるものの、利用者が管理する記録媒体の数が多くなると、必要な記録媒体
を即座に探し出すことは困難であるという問題点がある。
【００１２】
本発明は、上記の問題点を解決し、利用者が管理する記録媒体の枚数の如何に関わらず利
用者が必要とする記録媒体をより容易に探し出すことができる記録媒体ホルダー及び電子
カードシステムを提供することを目的とする。
【００１３】
【課題を解決するための手段】
本発明は、複数枚の記録媒体を効率的にかつ安全に管理することができる記録媒体ホルダ
ーであって、記録媒体に格納された情報が秘密情報である場合であっても、安全に情報を
提示できることを目的としている。利用者が記録媒体を複数枚所有している場合に、その
中から必要な記録媒体を即座に探すことができるように、記録媒体ホルダーは、記録媒体
の内容を表示する手段と、記録媒体の内容が秘密情報である場合に、記録媒体の内容の表
示が許可されているときにのみ、記録媒体の内容を表示する手段とを備えることを特徴と
する。
【００１４】
前記記録媒体ホルダーは、
（１）複数枚の記録媒体を格納する記録媒体格納部と、
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（２）記録媒体格納部に格納されている複数の記録媒体をそれぞれアイコンで表示する液
晶表示部と、
（３）液晶表示部に表示されたアイコンをペン等でクリックすると、
初めてクリックされた場合には、そのアイコンに対応する記録媒体のＩＤ情報、タイトル
情報、インデックス情報等を記録媒体から読み出して液晶表示部に表示するとともに、
２回目以降、クリックされた場合には、そのアイコンに対応するカードのＩＤ情報、タイ
トル情報、インデックス情報等を記憶部から読み出して液晶表示部にて表示する情報表示
部とを備える。
【００１５】
また、本発明は、カードを機器に挿入することなく、利用者はカードの中身を確認するこ
とができ、また複数のカードの中から特定のカードを抽出することができるカード及び抽
出装置から構成される電子カードシステムである。従来技術によると、管理するカードの
枚数が増えると、その中から必要とするカードを探すことは困難である。例えば、カード
の空き容量などは、カードをパソコンなどの機器に挿入しなくては知ることができず、複
数のカードから最も空き容量の少ないカードを特定する作業は、手間がかかる。このよう
に、従来技術によると、特定のデータが入ったカードや空き容量の大きいカードなどを即
座に探すことは困難である。本発明は、このような問題を解決する。
【００１６】
本発明は、他の機器に接触することなく電源供給を受けることが可能で書き換え可能なメ
モリ機能を有する電子カードと、内部に電源を保持することで電子カードに電源供給を行
うことが可能な抽出装置からなる電子カードシステムであって、電子カードは、抽出装置
から送出されるメッセージによって、ユーザに対し注意を促すことができる。
【００１７】
具体的には、電子カードは、抽出装置から送信されるデータを受信する。次に、電子カー
ドは、電子カード自身の持つデータ、例えば、電子カード名、残り容量、所有者名などを
抽出装置に返信する。ユーザが選択した抽出規準に基づき、抽出装置は、電子カードを特
定する。次に、抽出装置は、特定した電子カードにカードＩＤとともに抽出メッセージを
送信する。次に、抽出メッセージを受信した電子カードは、自身の持つ機能、例えば、発
光、振動、音声出力を用いて、ユーザに対して、抽出されたことを通知する。
【００１８】
また、本発明は、他の機器に接触することなく電源供給を受けることが可能で書き換え可
能なメモリ機能を有する電子カードと、内部に電源を保持することで電子カードに電源供
給を行うことが可能で情報表示部を保持する抽出装置とからなる電子カードシステムであ
って、電子カードの情報、例えば、カードＩＤ、タイトル情報、残り容量などを情報表示
部に表示することを特徴とする。
【００１９】
ここで、抽出装置から送信されるデータを電子カードが受信し、電子カードの情報を抽出
装置に返信し、抽出装置は、電子カードの情報を情報表示部に表示する。
【００２０】
【発明の実施の形態】
１．第１の実施の形態
本発明に係る１の実施の形態としてのメモリカードホルダー１０について説明する。
１．１　メモリカードホルダー１０
メモリカードホルダー１０は、図１にその外観図を示すように、最大５枚分のメモリカー
ドを保持するための手帳型の保持装置である。メモリカードホルダー１０は、入力表示部
１０ａと接続部１０ｂとカード保持部１０ｃとから構成され、入力表示部１０ａとカード
保持部１０ｃとは、接続部１０ｂにより接続されている。接続部ｂは、折り曲げ可能であ
り、接続部１０ｂが折り曲げられることにより、カード保持部１０ｃが、入力表示部１０
ａの表面を覆う。
【００２１】
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通常、メモリカードホルダー１０は、図１に示すように、入力表示部１０ａとカード保持
部１０ｃとが開いた状態で、利用者により使用される。
カード保持部１０ｃは、その側面部に５個のカード接続部１１１～１１５を備えており、
各カード接続部に１枚のメモリカードが挿入され、挿入されたメモリカードとメモリカー
ドホルダー１０とが電気的に接続される。この図において、カード接続部１１１～１１２
には、メモリカード２１～２２がそれぞれ挿入されて接続されている。カード接続部１１
３～１１５には、メモリカードは挿入されていない。
【００２２】
入力表示部１０ａは、その正面部にテンキー、電源ＯＮ／ＯＦＦキー、選択決定キー、カ
ーソル移動キー、及びその他のキーを含んで構成される入力部１０１と、情報を液晶によ
り表示し、また操作ペン３０により利用者からの操作を受け付けるタッチパネルタイプの
表示部１０２とを備えている。
メモリカードホルダー１０は、図２にブロック図を示すように、入力部１０１、表示部１
０２、認証部１０３、制御部１０４、情報記憶部１０５及びカード接続部１１１～１１５
から構成されている。
【００２３】
メモリカードホルダー１０は、具体的には、マイクロプロセッサ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、液晶
ディスプレィユニット、その他を含むコンピュータシステムである。前記ＲＡＭには、コ
ンピュータプログラムが記憶されている。前記マイクロプロセッサが、前記コンピュータ
プログラムに従って動作することにより、メモリカードホルダー１０は、その機能を達成
する。
【００２４】
（１）情報記憶部１０５
情報記憶部１０５は、図３に一例として示すように、機器パスワードを記憶するための領
域と、媒体情報領域１５１～１５５を含んで構成される。
機器パスワードは、メモリカードホルダー１０に固有に設定されたパスワードであり、あ
らかじめ当該領域に書き込まれている。
【００２５】
ここで、機器パスワードは、機器パスワードを知る利用者（通常、メモリーカードホルダ
ーの持ち主）のみにより、メモリカードホルダーの利用を許可するために用いられる。機
器パスワードを知らない第三者が、メモリーカードホルダーを不正に利用することはでき
ない。
媒体情報領域１５１～１５５は、それぞれ、カード接続部１１１～１１５に対応しており
、カード接続部１１１～１１５に挿入されて接続されているメモリカードに記憶されてい
る各種情報を記憶するための領域である。
【００２６】
媒体情報領域１５１は、この図に示すように、媒体ＩＤ、媒体種別情報、媒体名称、媒体
アイコン情報及び図示していないその他の情報を記憶するための部分領域を備えている。
媒体情報領域１５２～１５５についても同様である。
（２）表示部１０２
表示部１０２は、液晶により情報を表示する液晶パネルと、その上面に設けられ接触によ
り接触位置を検出するタッチパネルとからなる二重構造のパネルを有し、一例として、図
４及び図６にそれぞれ示す画面１６１及び画面１７１を、制御部１０４の制御により表示
する。
【００２７】
また、表示部１０２は、利用者により操作ペン３０を用いて、画面の一部が押下された場
合に、押下された位置に表示している画像や文字列に対応する指示情報を制御部１０４へ
出力する。
（画面１６１）
画面１６１は、スロットアイコン１６１ａ、１６１ｂ、・・・、１６１ｅと、媒体情報表
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示画面１６１ｆと、検索ボタン１６１ｇと、終了ボタン１６１ｈとから構成されている。
【００２８】
スロットアイコン１６１ａ、１６１ｂ、・・・、１６１ｅは、それぞれ、カード接続部１
１１～１１５に対応しており、カード接続部１１１～１１５にメモリカードが挿入されて
電気的に接続されているか否かを示している。
画面１６１に表示される可能性のある様々なスロットアイコンをその意味とともに図５に
示す。
【００２９】
この図に示すスロットアイコンＩ１０１は、対応するカード接続部にメモリカードが挿入
されていないことを示している。また、スロットアイコンＩ１０２は、対応するカード接
続部にメモリカードが挿入されて電気的に接続されていることを示している。
また、スロットアイコンＩ１０３は、対応するカード接続部に挿入されて接続されている
メモリカードについて、当該メモリカードとメモリカードホルダー１０との間の相互機器
認証において、認証が失敗したことを示している。
【００３０】
また、スロットアイコンＩ１０１とスロットアイコンＩ１０２とが、短時間で繰り返し切
り換えて表示されている場合は、スロットアイコンの点滅を示している。このスロットア
イコンの点滅の意味については、後述する。
また、スロットアイコンＩ１０４～Ｉ１０６は、それぞれ、対応するカード接続部に挿入
されて接続されているメモリカードにあらかじめ記憶されている媒体アイコンである。ス
ロットアイコンＩ１０４～Ｉ１０６は、このようにメモリカード自身がスロットアイコン
を記憶している特別なメモリカードについてのみ表示されるものである。なお、スロット
アイコンＩ１０２は、対応するカード接続部に挿入されて接続されているメモリカードが
、自身で媒体アイコンを記憶していない場合に、表示される標準的なアイコンである。
【００３１】
なお、第１の実施の形態では、メモリカードにあらかじめアイコンが記憶されている場合
を説明しているが、それに限定されない。例えば、メモリカードホルダーは、あらかじめ
代表的なカードタイプの専用アイコンを記憶しており、接続部に、そのカードが接続され
た場合は、標準的なアイコンではなく、そのカードの専用アイコンを表示するようにして
もよい。
【００３２】
媒体情報表示画面１６１ｆは、接続されているメモリカードのうち、利用者により選択さ
れたものについて、当該メモリカードに記憶されている各種情報を表示している。図４に
示すように、媒体情報表示画面１６１ｆは、５個の表示項目と、スクロールバーとから構
成されている。５個の表示項目に表示される情報は、この図に一例として示すように、媒
体ＩＤ、媒体種別情報、媒体名称、媒体更新日、媒体タイトルの５個のみである。当該メ
モリカードに記憶されている情報には、他の情報も含まれている。これらの他の情報の媒
体情報表示画面１６１ｆへの表示は、操作ペン３０を用いたスクロールバーの操作により
行われる。スクロールバーについては、パーソナルコンピュータなどの画面においてよく
用いられるものであり、公知であるので、詳細の説明は省略する。
【００３３】
検索ボタン１６１ｇは、後述する検索処理を起動するために利用者により操作される。
終了ボタン１６１ｈは、メモリカードホルダー１０による処理を終了し、電源をＯＦＦと
するために、利用者により操作される。
（画面１７１）
画面１７１は、図６に一例として示すように、スロットアイコン１７１ａ、１７１ｂ、・
・・、１７１ｅと、検索項目入力画面１７１ｆとから構成されている。
【００３４】
スロットアイコン１７１ａ、１７１ｂ、・・・、１７１ｅは、それぞれ、図４に示されて
いるスロットアイコン１６１ａ、１６１ｂ、・・・、１６１ｅと同じものである。ただし
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、スロットアイコン１７１ａ、１７１ｂ、・・・、１７１ｅのうち、スロットアイコン１
７１ａ及び１７１ｃは、それぞれ、点滅していることを示している。これらの点滅は、該
当するメモリカードが、後述する検索処理により検索条件に合致すると判断されたことを
示している。
【００３５】
検索項目入力画面１７１ｆは、図６に示すように、検索条件入力部１７１ｊ、１７１ｋ及
び１７１ｍ、検索開始ボタン１７１ｇ、終了ボタン１７１ｈ、及び一致件数表示領域１７
１ｉから構成されており、検索条件入力部１７１ｊは、検索項目選択部と、検索キーワー
ド入力部と、検索方式選択部とを含む。
検索項目選択部は、検索項目入力領域１７１ｐとメニュー表示ボタン１７１ｑとから構成
されている。検索項目入力領域１７１ｐは、メモリカードに記憶されている情報を指定す
るためのものであり、媒体ＩＤ、媒体種別情報、媒体名称、その他の情報から１個を利用
者が選択する。メニュー表示ボタン１７１ｑは、媒体ＩＤ、媒体種別情報、媒体名称、そ
の他の情報などの選択肢から構成されるメニュー１７１ｒを表示するために操作される。
メニュー１７１ｒが表示されると、利用者は、メニュー１７１ｒを構成する選択肢から１
個を選択する。
【００３６】
検索キーワード入力部は、利用者から検索対象となる１個以上の文字列の入力を受け付け
る領域である。
検索方式選択部は、利用者により「ＡＮＤ条件」又は「ＯＲ条件」の入力を受け付ける。
「ＡＮＤ条件」又は「ＯＲ条件」は、それぞれ、検索キーワード入力部に、２個以上の文
字列の入力が受け付られた場合の条件を示す。
【００３７】
具体的には、検索項目選択部において「媒体ＩＤ」が選択され、検索キーワード入力部に
おいて「ＳＤ０００１　ＳＤ０００２」が入力され、検索方式選択部において「ＯＲ」が
選択された場合には、
検索条件「検索ＩＤ＝「ＳＤ０００１」　ＯＲ　検索ＩＤ＝「ＳＤ０００２」」が指定さ
れたものとみなす。
【００３８】
検索条件入力部１７１ｋ及び１７１ｍは、検索条件入力部１７１ｊと同様であり、それぞ
れ、検索項目選択部と、検索キーワード入力部と、検索方式選択部とを含む。
例えば、検索条件入力部１７１ｊ及び検索条件入力部１７１ｋにおいて、それぞれ検索条
件が選択され、入力された場合には、
「検索条件入力部１７１ｊにより選択入力された検索条件」
ＡＮＤ　「検索条件入力部１７１ｋにより選択入力された検索条件」が指定されたものと
みなす。
【００３９】
検索条件入力部１７１ｊ～検索条件入力部１７１ｍにおいて、それぞれ検索条件が選択さ
れ、入力された場合においても同様である。
検索開始ボタン１７１ｇは、利用者により操作され、上記により選択、入力された検索条
件による検索処理を開始するために用いられる。
終了ボタン１７１ｈは、利用者により操作され、検索処理を終了するために用いられる。
【００４０】
一致件数表示領域１７１ｉは、検索処理により検索が行われた結果、選択、入力された検
索条件に合致するメモリカードの数を表示する。
（３）カード接続部１１１～１１５
カード接続部１１１は、メモリカードを収容し保持する。収容されたメモリカードは、メ
モリカードホルダー１０に電気的に接続される。利用者は、カード接続部１１１に、メモ
リカードを挿入して接続させる。メモリカードが接続されると、カード接続部１１１は、
制御部１０４に制御の元に、メモリカードから各種情報を読み出し、読み出した情報を制
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御部１０４へ出力する。
【００４１】
カード接続部１１２～１１５についても、カード接続部１１１と同様であるので、ここで
は説明を省略する。
（４）入力部１０１
入力部１０１は、テンキー、電源ＯＮ／ＯＦＦキー、選択決定キー、カーソル移動キー、
及びその他のキーを含んで構成される。テンキー、電源ＯＮ／ＯＦＦキー、選択決定キー
、カーソル移動キー、及びその他のキーは、利用者により操作され、各キーに対応する指
示情報を制御部１０４へ出力する。
【００４２】
（５）認証部１０３
認証部１０３は、制御部１０４の制御により、カード接続部１１１に接続されたメモリカ
ードとの間で相互に、チャレンジ－レスポンス型の機器認証を行う。なお、チャレンジ－
レスポンス型の機器認証については、公知であるので、説明を省略する。
【００４３】
認証部１０３は、また、制御部１０４の制御により、カード接続部１１２～１１５に接続
されたメモリカードとの間で、上記と同様に、相互にチャレンジ－レスポンス型の機器認
証を行う。
（６）制御部１０４
制御部１０４は、入力部１０１、表示部１０２、認証部１０３、情報記憶部１０５及びカ
ード接続部１１１～１１５を制御する。制御の詳細については、後述する。
【００４４】
１．２　メモリカード２１
メモリカード２１は、図７に示すように、入出力部２０１、認証部２０２及び情報記憶部
２０３から構成されている。
（１）入出力部２０１
メモリカード２１がメモリカードホルダー１０の各カード接続部に挿入されると、当該カ
ード接続部と入出力部２０１とは、電気的に接続される。
【００４５】
入出力部２０１は、メモリカード２１が接続される外部装置、ここでは、メモリカードホ
ルダー１０の制御により、情報記憶部２０３内の指定された位置に記憶されている情報を
読み出して前記外部装置へ出力し、又は前記外部装置から情報を受け取り、受け取った情
報を情報記憶部２０３内の指定された位置に格納する。
【００４６】
（２）認証部２０２
認証部２０２は、メモリカード２１が接続される外部装置との間で、相互にチャレンジ－
レスポンス型の機器認証を行う。なお、チャレンジ－レスポンス型の機器認証については
、公知であるので、説明を省略する。
（３）情報記憶部２０３
情報記憶部２０３は、図８に示すように、一般領域２２１、セキュア領域２２２及び管理
領域２２３から構成されている。
【００４７】
（一般領域２２１）
一般領域２２１は、特別な許可がない装置であっても、一般領域２２１への情報の書き込
み及び一般領域２２１からの情報の読み出しが可能な領域である。
一般領域２２１は、一例として図８に示すように、１以上の暗号化コンテンツ、１以上の
コンテンツなどと、これらの暗号化コンテンツ、コンテンツなどにそれぞれ対応するイン
デックス情報を記憶している。インデックス情報は、この図に一例として示すように、コ
ンテンツＩＤ、コンテンツタイトル、情報種別、作成日、更新日などを含んでいる。
【００４８】



(9) JP 4587648 B2 2010.11.24

10

20

30

40

50

コンテンツは、音楽、映像、その他のデジタル情報からなる。暗号化コンテンツは、音楽
、映像、その他のデジタル情報からなるコンテンツが、所定の暗号化アルゴリズムを用い
て、暗号化されたものである。
コンテンツＩＤは、コンテンツを識別するための識別子である。コンテンツタイトルは、
コンテンツの内容を示す情報である。情報種別は、コンテンツの種別を示す。例えば、音
楽情報、映像情報、文字情報などの区別を示す。作成日は、コンテンツが生成された日時
を示す。更新日は、コンテンツが更新された日時を示す。
【００４９】
（セキュア領域２２２）
セキュア領域２２２は、メモリカード２１にアクセスする外部装置とメモリカード２１と
の間で、相互の機器認証が成功した場合にのみ、前記外部装置に対してのみ、情報の読み
出し及び書き込みが許可される領域である。
セキュア領域２２２は、一例として図８に示すように、１個以上の復号鍵を記憶している
。これらの復号鍵は、一般領域２２１に記憶されている暗号化コンテンツを復号する際に
用いられる鍵である。
【００５０】
（管理領域２２３）
管理領域２２３は、特別に許可された外部装置のみがアクセスすることを許可された領域
である。
管理領域２２３は、一例として図８に示すように、媒体パスワード、媒体ＩＤ、媒体種別
情報、メーカ名、媒体名称、所有者名称、媒体作成日、媒体更新日、媒体アイコン情報及
び媒体タイトルを記憶している。
【００５１】
媒体パスワードは、メモリカード２１へのアクセスを制限するためのものである。媒体パ
スワードは、媒体パスワードと同じパスワードを知る利用者のみにメモリカード２１への
アクセスを許可するために用いられる。
媒体ＩＤは、メモリカード２１に固有の識別番号である。媒体種別情報は、メモリカード
２１の種類を識別するための情報である。例えば、媒体種別情報は、メモリカード２１が
、当該メモリカードが接続される相手の外部装置との間で相互に機器認証を行うタイプで
あるか否かを示す。また、媒体種別情報は、メモリカード２１が、外部装置に接続される
場合に、利用者に対してパスワードの入力を要求するタイプであるか否かを示す。このと
き、媒体種別情報は、メモリカード内に記憶されている媒体パスワードを用いるパスワー
ドの確認タイプか、外部装置に記憶されている機器パスワードを用いるパスワードの確認
タイプであるかを示す。
【００５２】
メーカ名は、メモリカード２１の製造業者を示す名称であり、媒体名称は、メモリカード
２１を示す名称であり、所有者名称は、メモリカード２１の所有者を示す名称である。媒
体作成日は、メモリカード２１に初めて情報が書き込まれた日時を示し、媒体更新日は、
メモリカード２１に情報が最後に書き込まれた日時を示す。媒体アイコン情報は、メモリ
カード２１が属する種類に固有の媒体アイコンであり、媒体タイトルは、メモリカード２
１の内容を示す情報である。
【００５３】
なお、第１の実施の形態では、情報記憶部が、一般領域、セキュア領域、管理領域からな
る場合について説明しているが、それに限定されない。例えば、情報記憶部が、一般領域
と、セキュア領域からなるとしてもよい。この場合、管理情報に記憶されている情報は、
セキュア領域に記録されるものとする。
１．３　メモリカード２２～２５
メモリカード２２は、メモリカード２１と同様の構成を有しており、図７に示す入出力部
２０１と同様の入出力部と、情報記憶部２０３と同様の情報記憶部とから構成されている
。認証部２０２は含んでいない。
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【００５４】
また、メモリカード２２が有する情報記憶部は、図８に示す一般領域２２１と同様の一般
領域と、管理領域２２３と同様の管理領域とから構成されている。セキュア領域２２２は
、含んでいない。
メモリカード２３～２４は、メモリカード２１と同様の構成を有している。また、メモリ
カード２５は、メモリカード２２と同様の構成を有している。
【００５５】
１．４　メモリカードホルダー１０の動作
メモリカードホルダー１０の動作について説明する。
（１）メモリカードホルダー１０全体の概要動作
ここでは、メモリカードホルダー１０全体の概要動作について、図９に示すフローチャー
トを用いて説明する。
【００５６】
メモリカードホルダー１０は、利用者により電源ＯＮの操作がされると、電源ＯＮ直後の
処理を行う（ステップＳ１０１）。
次に、表示部１０２又は入力部１０１は、利用者により操作されたアイコンの選択を受け
付け、選択を受け付けたアイコンに対応するアイコン情報を制御部１０４へ出力する（ス
テップＳ１０２）、
次に、制御部１０４は、アイコン情報を受け取り、受け取ったアイコン情報がスロットア
イコンか、検索アイコンか、終了アイコンか、又はその他のアイコンを示すかを判別する
。スロットアイコンを示す場合に（ステップＳ１０３）、制御部１０４は、スロットの処
理を行い（ステップＳ１０４）、次に、ステップＳ１０２へ戻って処理を繰り返す。
【００５７】
検索アイコンを示す場合に（ステップＳ１０３）、制御部１０４は、検索処理を行い（ス
テップＳ１０５）、次に、ステップＳ１０２へ戻って処理を繰り返す。
その他のアイコンを示す場合に（ステップＳ１０３）、制御部１０４は、その他の処理を
行い（ステップＳ１０６）、次に、ステップＳ１０２へ戻って処理を繰り返す。
【００５８】
終了アイコンを示す場合に（ステップＳ１０３）、メモリカードホルダー１０は処理を終
了し、電源をＯＦＦとする。
（２）電源ＯＮ直後の動作
ここでは、メモリカードホルダー１０の電源ＯＮ直後の動作について、図１０に示すフロ
ーチャートを用いて説明する。なお、以下に説明する動作は、図９のフローチャートのス
テップＳ１０１の詳細である。
【００５９】
利用者により電源ＯＮの操作がされると、メモリカードが挿入される５個のスロット、つ
まりカード接続部１１１～１１５のそれぞれについて、ステップＳ１１１からステップＳ
１２１までの処理が繰り返される。
カード接続部は、当該カード接続部にメモリカードが挿入されて接続されているか否かを
判断し、挿入されていない場合には（ステップＳ１１２）、当該カード接続部に対応する
スロットアイコンの表示位置に、メモリカードが未挿入であることを示すスロットアイコ
ンを表示し（ステップＳ１２３）、当該カード接続部に対応する媒体情報領域内に書き込
まれた情報を全て消去し（ステップＳ１２４）、当該カード接続部に関する処理を終了す
る。
【００６０】
当該カード接続部に、メモリカードが挿入されて接続されている場合には（ステップＳ１
１２）、制御部１０４は、当該カード接続部及びメモリカードが有する入出力部を介して
、当該カード接続部に接続されているメモリカードの管理領域から媒体種別情報を取得し
（ステップＳ１１３）、取得した媒体種別情報を用いて、前記メモリカードが、相互認証
を行うことを示す認証タイプであるか否かを判断する。
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【００６１】
制御部１０４が認証タイプであると判断する場合に（ステップＳ１１４）、相互認証が行
われる（ステップＳ１１５）。認証部１０３から認証成功を示す認証成功情報を受け取る
と（ステップＳ１１６）、制御部１０４は、取得した媒体種別情報を用いて、前記メモリ
カードがパスワードによる確認を行うパスワードタイプであるか否かを判断する。
【００６２】
パスワードタイプでないと判断される場合に（ステップＳ１１７）、制御部１０４は、当
該カード接続部及びメモリカードが有する入出力部を介して、当該カード接続部に接続さ
れているメモリカードから各種情報を取得し（ステップＳ１１８）、取得した各種情報を
当該カード接続部に対応する媒体情報領域内に書き込む（ステップＳ１１９）。次に、制
御部１０４は、当該カード接続部に対応するスロットアイコンの表示位置に、メモリカー
ドの挿入を示すスロットアイコンを表示し（ステップＳ１２０）、当該カード接続部に関
する処理を終了する。
【００６３】
制御部１０４が認証タイプでないと判断する場合に（ステップＳ１１４）、相互認証を行
わずに、ステップＳ１１７へ制御を移す。
認証部１０３から認証失敗を示す認証失敗情報を受け取ると（ステップＳ１１６）、制御
部１０４は、当該カード接続部に対応するスロットアイコンの表示位置に、認証失敗を示
すスロットアイコンを表示し（ステップＳ１２２）、当該カード接続部に関する処理を終
了する。
【００６４】
制御部１０４がパスワードタイプであると判断する場合に（ステップＳ１１７）、メモリ
カードから各種情報を取得することなく、ステップＳ１２０へ制御を移す。
以上説明したようにして、カード接続部にメモリカードが挿入されているか否かが判断さ
れ、メモリカードが挿入されて接続されている場合には、挿入を示すスロットアイコンが
表示され、接続されていない場合には、未挿入を示すスロットアイコンが表示される。
【００６５】
（３）スロットの処理
ここでは、利用者によりスロットアイコンが選択された場合における、スロットの処理に
ついて、図１１～図１２に示すフローチャートを用いて説明する。なお、以下に説明する
動作は、図９のフローチャートのステップＳ１０４の詳細である。
【００６６】
制御部１０４は、選択を受け付けたスロットアイコンに対応するカード接続部にメモリカ
ードが接続されているか否かを、当該カード接続部を介して確認する（ステップＳ１４１
）。
メモリカードが接続されていると判断する場合には（ステップＳ１４２）、制御部１０４
は、当該カード接続部及びメモリカードが有する入出力部を介して、メモリカードの管理
領域から媒体種別情報を取得し（ステップＳ１４３）、取得した媒体種別情報を用いて、
前記メモリカードが、相互認証を行うことを示す認証タイプであるか否かを判断する（ス
テップＳ１４４）。
【００６７】
制御部１０４が認証タイプであると判断する場合に（ステップＳ１４４）、相互認証が行
われる（ステップＳ１４５）。認証部１０３から認証成功を示す認証成功情報を受け取る
と（ステップＳ１４６）、パスワードの確認が行われる（ステップＳ１４７）。パスワー
ドが一致した場合、又はパスワードの確認をしない場合（ステップＳ１４８）、制御部１
０４は、当該カード接続部及びメモリカードが有する入出力部を介して、メモリカードか
ら媒体ＩＤを取得し（ステップＳ１５３）、情報記憶部１０５内の対応する媒体情報領域
から媒体ＩＤを読み出し（ステップＳ１５４）、メモリカードから取得した媒体ＩＤと媒
体情報領域から読み出した媒体ＩＤとが一致するか否かを判断する（ステップＳ１５５）
。
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【００６８】
制御部１０４が認証タイプでないと判断する場合に（ステップＳ１４４）、ステップＳ１
４７へ制御を移す。
両方の媒体ＩＤが一致すると判断する場合に（ステップＳ１５５）、制御部１０４は、媒
体情報領域から格納されている情報を読み出す。
両方の媒体ＩＤが一致しないと判断する場合に（ステップＳ１５５）、制御部１０４は、
当該メモリカードから各種情報を取得し（ステップＳ１５６）、取得した各種情報を当該
情報領域内に書き込む（ステップＳ１５７）。
【００６９】
次に、制御部１０４は、媒体情報領域から読み出した各種情報、又はメモリカードが取得
した各種情報を表示部１０２に出力し、表示部１０２は、図４に示す画面１６１の形式に
より、各種情報を表示する（ステップＳ１５８）。次に、読み出した各種情報、又は取得
した各種情報に含まれる媒体アイコン情報を表示部１０２へ出力し、表示部１０２は、媒
体アイコン情報を受け取って、受け取った媒体アイコン情報を画面１６１の該当する位置
に表示し（ステップＳ１５９）、処理を終了する。
【００７０】
パスワードが一致しない場合（ステップＳ１４８）、制御部１０４は、パスワードが不一
致であることを示すメッセージを表示部１０２へ出力し、表示部１０２は、前記メッセー
ジを受け取り、受け取ったメッセージを表示し（ステップＳ１４９）、処理を終了する。
認証部１０３から認証失敗を示す認証失敗情報を受け取ると（ステップＳ１４６）、制御
部１０４は、当該カード接続部に対応するスロットアイコンの表示位置に、認証失敗を示
すスロットアイコンを表示し、また制御部１０４は、認証失敗を示すメッセージを表示部
１０２へ出力し、表示部１０２は、前記メッセージを受け取り、受け取ったメッセージを
表示し（ステップＳ１５０）、処理を終了する。
【００７１】
メモリカードが接続されていないと判断する場合には（ステップＳ１４２）、制御部１０
４は、メッセージカードの未挿入を示すスロットアイコンを表示部１０２へ出力し、表示
部１０２は、前記スロットアイコンを受け取って、受け取った前記スロットアイコンを画
面１６１の該当する位置に表示し（ステップＳ１５１）、次に、対応する媒体情報領域内
に記憶されている情報を消去し（ステップＳ１５２）、処理を終了する。
【００７２】
（４）相互認証の動作
ここでは、メモリカードホルダー１０と、認証タイプのメモリカードとの間で行われる相
互認証の動作について、図１３に示すフローチャートを用いて説明する。なお、以下に説
明する動作は、図１０のフローチャートのステップＳ１１５の詳細であり、また図１１の
フローチャートのステップＳ１４５の詳細である。
【００７３】
メモリカードホルダー１０の認証部１０３は、メモリカードを認証する（ステップＳ１７
１）。認証が成功すると（ステップＳ１７２）、メモリカードの認証部２０２は、メモリ
カードホルダー１０を認証する（ステップＳ１７３）。認証が成功すると（ステップＳ１
７４）、認証部１０３は、制御部１０４へ認証の成功を示す認証成功情報を出力する（ス
テップＳ１７５）。
【００７４】
認証が失敗すると（ステップＳ１７２、又はステップＳ１７４）、認証部１０３は、制御
部１０４へ認証の失敗を示す認証失敗情報を出力する（ステップＳ１７６）。
（５）パスワードの確認動作
ここでは、パスワードの確認動作について、図１４に示すフローチャートを用いて説明す
る。なお、以下に説明する動作は、図１１のフローチャートのステップＳ１４７の詳細で
ある。
【００７５】
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制御部１０４は、取得した媒体種別情報を用いて、当該メモリカードがパスワードの確認
を行うタイプか、否かを判断する。パスワードの確認を行うタイプである場合には、さら
に、機器パスワードによる確認を行うタイプか、媒体パスワードによる確認を行うタイプ
であるかを判断する（ステップＳ１９１）。
パスワードの確認を行わないタイプである場合に（ステップＳ１９１）、制御部１０４は
、パスワード確認をしない旨の情報を出力し（ステップＳ２００）、処理を終了する。
【００７６】
媒体パスワードによる確認を行うタイプである場合に（ステップＳ１９１）、制御部１０
４は、カード接続部及びメモリカードが有する入出力部を介して、メモリカードから媒体
パスワードを取得し（ステップＳ１９２）、利用者から入力パスワードの入力を受け付け
（ステップＳ１９３）、取得した媒体パスワードと入力を受け付けた入力パスワードとが
一致するか否かを判断する（ステップＳ１９４）。
【００７７】
一致すると判断する場合に（ステップＳ１９４）、制御部１０４は、パスワード一致を示
す情報を出力し（ステップＳ１９８）、処理を終了する。
一致しないと判断する場合に（ステップＳ１９４）、制御部１０４は、パスワード不一致
を示す情報を出力し（ステップＳ１９９）、処理を終了する。
機器パスワードによる確認を行うタイプである場合に（ステップＳ１９１）、制御部１０
４は、情報記憶部１０５から機器パスワードを読み出し（ステップＳ１９５）、利用者か
ら入力パスワードの入力を受け付け（ステップＳ１９６）、読み出した機器パスワードと
入力を受け付けた入力パスワードとが一致するか否かを判断する（ステップＳ１９７）。
【００７８】
一致すると判断する場合に（ステップＳ１９７）、制御部１０４は、パスワード一致を示
す情報を出力し（ステップＳ１９８）、処理を終了する。
一致しないと判断する場合に（ステップＳ１９７）、制御部１０４は、パスワード不一致
を示す情報を出力し（ステップＳ１９９）、処理を終了する。
（６）検索処理の動作
ここでは、検索処理の動作について、図１５に示すフローチャートを用いて説明する。な
お、以下に説明する動作は、図９のフローチャートのステップＳ１０５の詳細である。
【００７９】
制御部１０４は、検索項目入力画面１７１ｆを生成し、生成した検索項目入力画面１７１
ｆを表示部１０２へ出力し、表示部１０２は、検索項目入力画面１７１ｆを受け取り、受
け取った検索項目入力画面１７１ｆを表示する（ステップＳ２１１）。
次に、制御部１０４は、検索処理の終了を示す情報を入力部１０１又は表示部１０２から
受け取った場合に（ステップＳ２１２）、検索処理を終了する。
【００８０】
その他の場合（ステップＳ２１２）、制御部１０４は、入力部１０１又は表示部１０２か
ら検索項目、検索キーワード及び検索方式の入力を受け付け（ステップＳ２１３）、入力
部１０１又は表示部１０２から利用者から検索開始ボタン１７１ｇの入力を受け付け（ス
テップＳ２１４）、入力を受け付けた検索項目、検索キーワード及び検索方式を用いて検
索条件を生成し（ステップＳ２１５）、各カード接続部に接続されているメモリカードか
ら、生成した前記検索条件に合致する情報を記憶しているメモリカードを探索し（ステッ
プＳ２１６）、検索条件に合致するメモリカードの件数を表示部１０２へ出力し、表示部
１０２は、前記件数を受け取って、一致件数表示領域１７１ｉにおいて受け取った前記件
数を表示する（ステップＳ２１７）。
【００８１】
次に、制御部１０４は、前記検索条件に合致するメモリカードが挿入されて接続されてい
るスロットアイコンを点滅表示する。つまり、スロットアイコンＩ１０１とＩ１０２とを
０．５秒毎に交互に表示する（ステップＳ２１８）。
次に、制御部１０４は、入力部１０１又は表示部１０２から、スロットアイコンの選択を
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受け付け（ステップＳ２１９）、受け付けたスロットアイコンについてスロットの処理を
行う（ステップＳ２２０）。次に、ステップＳ２１１へ戻って処理を繰り返す。
【００８２】
ここで、ステップＳ２２０におけるスロットの処理は、図９のフローチャートのステップ
Ｓ１０４と同じ処理である。
（７）メモリカードの取り出し時の処理
以下の手順でメモリカードホルダーからメモリカードを外部に取り出すことができる。
【００８３】
メモリカードホルダーから、メモリカードを取り出す際は、後述するアイコンによる操作
か、メモリカード取り出しスイッチを押すことにより取り出すことができる。ここで、メ
モリカード取り出しスイッチは、通常のノートパソコンからＰＣカードを取り出す機構と
同様である。
また、アイコンによる操作は次に示す通りである。
【００８４】
液晶表示部には、ごみ箱を示すアイコンが表示されている。このごみ箱に、カードのアイ
コンをドラッグアンドドロップすることによりそのアイコンに対応するメモリカードを外
部に取り出すことができる。これも、通常のノートパソコンからＰＣカードを取り出す機
構と同様である。
メモリカードの取り出しの際、取り出されるメモリカードが、利用者に対してパスワード
入力を求めるタイプである場合には、媒体パスワードを用いるタイプか機器パスワードを
用いるタイプかに関わらず、メモリカードの取り出し処理に先立って、メモリカードホル
ダーはパスワードの入力を要求し、入力したパスワードが、媒体パスワード又は機器パス
ワードに一致しなければ、メモリカードの取り出しは不可能となるようにロックされる。
これはメモリカードホルダーを紛失した場合などに、第三者が、不正にメモリカードを取
り出すことを防止するためである。
【００８５】
１．５　その他の変形例
以上、メモリカードホルダー１０について説明してきたが、本発明は、上記の実施の形態
に限定されないのはもちろんである。以下のような場合も本発明に含まれる。
（１）メモリカードホルダー１００ｂ
メモリカードホルダー１００ｂは、メモリカードホルダー１０と同じ内部構成を有してい
るが、外観において、メモリカードホルダー１０と異なる。
【００８６】
メモリカードホルダー１００ｂは、図１６に外観図を示すように、正面部に表示部１０２
ｂと入力部１０１ｂとを備えている。また、側面部１０３ｂにおいて、長手方向に、５個
のカード接続部１１１ｂ～１１５ｂと、５個のカード接続部１１６ｂ～１２０ｂとが併設
されている。
また、表示部１０２ｂ内の側面部１０３ｂよりの領域において、長手方向に、５個のスロ
ットアイコン１２１ｂ～１２５ｂと、５個のスロットアイコン１２６ｂ～１３０ｂとが並
行して表示されている。
【００８７】
５個のカード接続部１１１ｂ～１１５ｂ及び５個のカード接続部１１６ｂ～１２０ｂは、
それぞれ、５個のスロットアイコン１２１ｂ～１２５ｂ及び５個のスロットアイコン１２
６ｂ～１３０ｂに対応している。
（２）メモリカードホルダー１０は、インターネットを介して、Ｗｅｂサーバ装置に接続
され、Ｗｅｂサーバ装置は、様々な形状のスロットアイコンを予め記憶している。利用者
の要求に応じて、メモリカードホルダー１０は、Ｗｅｂサーバ装置から利用者の希望する
スロットアイコンをインターネットを介して取得し、取得したスロットアイコンを情報記
憶部１０５に書き込む。インターネットを介して取得して情報記憶部１０５に書き込まれ
たスロットアイコンは、メモリカードホルダー１０により、スロットアイコンＩ１０２に
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代えて、メモリカードが挿入されていることを示すスロットアイコンとして用いられる。
また、メモリカードが固有に記憶しているスロットアイコンの代わりとして用いられる。
【００８８】
（３）第１の実施の形態及びその他の変形例（１）では、独立タイプのメモリカードホル
ダーについて説明したが、これに限定されない。例えば、携帯電話の付加機能として、第
１の実施の形態で説明した、メモリカードホルダーが備える機能を有する複合タイプのも
のであってもよい。
（４）第１の実施の形態では、パスワードによる認証を用いた場合を示したが、これに限
定されない。例えば、パスワードによる認証に代えて、指紋、虹彩など、利用者の生物学
的特徴情報による認証を用いることもできる。また、機器パスワードによる認証に代えて
、認証デバイスを利用することもできる。この場合、メモリカードホルダーは、認証デバ
イスが装着されるようになっており、認証用デバイスが装着された場合に、メモリカード
ホルダの利用がはじめて可能となる。
【００８９】
２．第２の実施の形態
本発明に係る別の実施の形態としての抽出装置５０について説明する。
２．１　抽出装置５０
抽出装置５０は、利用者がメモリカードを抽出装置５０の内部に挿入することなく、メモ
リカード内に記憶されている情報を確認でき、また、複数のメモリカードの中から利用者
が所望する特定のカードを抽出することを可能とする装置である。
【００９０】
図１７は、組み立て前の抽出装置５０の分解図を示している。抽出装置５０は、図１７に
示すように、蓋部５０ａと本体部５０ｂとから構成されており、蓋部５０ａは、本体部５
０ｂを覆うように本体部５０ｂに冠着されて接合される。
本体部５０ｂは、１００個の通信部格納室５０ｃ、５０ｄ、・・・、５０ｅ、・・・、５
０ｆと制御回路格納室５０ｇとを備えている。１００個の通信部格納室５０ｃ、５０ｄ、
・・・、５０ｅ、・・・、５０ｆは、１０行×１０列のマトリックスの各要素に相当する
位置に配されている。
【００９１】
１００個の通信部格納室５０ｃ、５０ｄ、・・・、５０ｅ、・・・、５０ｆは、等間隔に
平行するように設けられた９枚の仕切り板と、前記９枚の仕切り板にそれぞれ直交し、同
様に等間隔に平行するように設けられた９枚の仕切り板とにより、格子状に区切られるこ
とにより形成されている。隣接する仕切り板の間隔は、約３０ｍｍである。
【００９２】
通信部格納室５０ｅは、幅約３０ｍｍ、奥行約３０ｍｍ、深さ約２０ｍｍの直方体形状を
なしており、通信部格納室５０ｅ内において、ループコイル状に形成されたアンテナ５０
１ａに電流が流されたときに発生する磁束の方向が、本体部５０ｂの底面と直交するよう
に、アンテナ５０１ａが設置され、また、通信部格納室５０ｅ内の中央部において、光軸
が底面と垂直になり、光が底面の反対方向に照射されるように、発光ダイオード（ＬＥＤ
）５０１ｂが設置されている。その他の通信部格納室においても、通信部格納室５０ｅと
同様に、アンテナとＬＥＤとが設置されている。
【００９３】
制御回路格納室５０ｇには、表示部５１２と入力部５１３と制御部５１１とが設置されて
いる。
各通信部格納室内に設けられた発光ダイオード（ＬＥＤ）が発光する光束が抽出装置５０
の外部に照射されるように、蓋部５０ａは、各通信部格納室の中央部に対応する各位置に
おいて、直径約５ｍｍの円形状の開口部を有する。また、表示部５１２及び入力部５１３
にそれぞれ対応する各位置において、蓋部５０ａは、表示部５１２及び入力部５１３の外
部形状に相応する形状の開口部を有する。
【００９４】
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蓋部５０ａの上面に、利用者により複数のメモリカード６０ａ～６０ｅが置かれる。メモ
リカード６０ａ～６０ｅが置かれると、抽出装置５０は、置かれた各メモリカードとの間
で電波を用いて通信を行うことにより、メモリカードから情報を読み出し、読み出した情
報を表示する。また、情報を読み出したメモリカードが置かれた近辺に配置されているＬ
ＥＤが発光することにより、表示された情報と前記メモリカードとの対応付けを利用者に
知らせる。また、読み出したメモリカード自体が発光し、振動し、又は音声を出力するこ
とにより、対応付けを利用者に知らせる。
【００９５】
抽出装置５０は、図１８に示すように、制御部５１１と、表示部５１２と、入力部５１３
と、情報記憶部５１４と、１００個の通信部５０１、５０２、・・・、５０３から構成さ
れている。
（１）表示部５１２
表示部５１２は、第１の実施の形態のメモリカードホルダー１０が有する表示部１０２と
同様の構成を有しており、液晶パネルとタッチパネルとからなる二重構造を有している。
また、表示部１０２と同様の画面を表示する。
【００９６】
（２）入力部５１３
入力部５１３は、第１の実施の形態のメモリカードホルダー１０が有する入力部１０１と
同様の構成を有している。
（３）情報記憶部５１４
情報記憶部５１４は、第１の実施の形態のメモリカードホルダー１０が有する情報記憶部
１０５と同様の構成を有している。
【００９７】
また、情報記憶部５１４は、さらに、図１９に一例として示すように、ＩＤ対応テーブル
５２１を有している。
ＩＤ対応テーブル５２１は、通信部ＩＤと媒体ＩＤとマークとからなる組を１００個記憶
するための領域を備えている。
１００個の組は、それぞれ１００個の通信部５０１、５０２、・・・、５０３に対応して
いる。
【００９８】
通信部ＩＤは、通信部５０１、５０２、・・・、５０３を一意に識別するための識別子で
ある。具体的には、１００個の通信部５０１、５０２、・・・、５０３には、通信部ＩＤ
「１」、「２」、「３」、・・・、「１００」が割り当てられている。１００個の組は、
あらかじめ、それぞれ通信部ＩＤ「１」、「２」、「３」、・・・、「１００」を記憶し
ている。
【００９９】
媒体ＩＤは、メモリカードを識別するための識別子である。
マークは、メモリカードと通信を行うことが選択された通信部を示すものである。つまり
、マークを含む組に含まれる通信部ＩＤにより示される通信部が選択されていることとな
る。
（４）通信部５０１
通信部５０１は、アンテナ５０１ａ、ＬＥＤ５０１ｂ、変復調部５０１ｃ、駆動部５０１
ｄを含んで構成されている。その他の通信部についても、同様の構成であるので、ここで
は、説明を省略する。
【０１００】
（アンテナ５０１ａ）
アンテナ５０１ａは、ループコイル状に複数回巻かれた導線から構成されており、変復調
部５０１ｃに接続されている。アンテナ５０１ａは、送信用と受信用とを共用している。
アンテナ５０１ａは、特定の方向に電波を放射する指向性アンテナである。変復調部５０
１ｃから信号が乗せられた搬送波を受け取り、電波として空間に放射する。電波を放射で
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きる範囲は、アンテナ５０１ａの中央部から約３０ｍｍ以内である。
【０１０１】
また、アンテナ５０１ａは、電波を受信し、受信した電波を電力信号に変換して、電力信
号を変復調部５０１ｃへ出力する。
（変復調部５０１ｃ）
変復調部５０１ｃは、制御部５１１から信号（パルス状の信号波）を受け取る。前記信号
を受け取ると、受け取った信号を変調信号として、変調信号に基づいて２．４ＧＨｚの搬
送波の振幅を変化させ、振幅の変化した搬送波をアンテナ５０１ａへ出力する。
【０１０２】
また、変復調部５０１ｃは、アンテナ５０１ａから電力信号を受け取り、受け取った電力
信号から２．４ＧＨｚの周波数を有する信号を選択し、選択した信号からパルス状の信号
波を抽出し、抽出したパルス状の信号波を制御部５１１へ出力する。
（駆動部５０１ｄ）
駆動部５０１ｄは、制御部５１１から発光又は消灯を示す指示信号を受け取る。前記指示
信号を受け取ると、受け取った指示信号に基づいて、発光又は消灯を行うように、ＬＥＤ
５０１ｂを駆動制御する。
【０１０３】
（ＬＥＤ５０１ｂ）
ＬＥＤ５０１ｂは、発光ダイオード（ｌｉｇｈｔ－ｅｍｉｔｔｉｎｇ　ｄｉｏｄｅ）であ
り、駆動部５０１ｄの制御の元に、発光、消灯を行う。
（５）制御部５１１
制御部５１１は、具体的には、マイクロプロセッサ、ＲＯＭ、ＲＡＭなどから構成される
。前記ＲＡＭには、コンピュータプログラムが記憶されている。前記マイクロプロセッサ
が、前記コンピュータプログラムに従って動作することにより、制御部５１１は、その機
能を達成する。
【０１０４】
制御部５１１の動作については、後述する。
２．２　メモリカード６０
メモリカード６０ａ～６０ｅは、それぞれ同様の構成を有している。ここでは、メモリカ
ード６０として説明する。
メモリカード６０は、図２０に外観図を示すように、長さ３０ｍｍ、幅３０ｍｍ、厚さ０
．５ｍｍの板状に成形された樹脂内に、アンテナ６０１と回路部６０２とが、封入されて
形成されている。メモリカード６０の通信可能な距離は、約３０ｍｍ程度以内であり、通
信速度は、１０～２０ｍ秒／ｂｙｔｅである。
【０１０５】
メモリカード６０は、図２１に示すように、アンテナ６０１と回路部６０２とから構成さ
れており、回路部６０２は、変復調部６０３、電源部６０４、ＬＥＤ６０５、駆動部６０
６、制御部６０７、駆動部６０８、駆動部６０９、スピーカ６１０、バイブレータ６１１
及び情報記憶部６１２を含んで構成されている。
（１）アンテナ６０１
アンテナ６０１は、アンテナ５０１ａと同様であり、ループコイル状に複数回巻かれた導
線から構成されており、変復調部６０３及び電源部６０４に接続されている。アンテナ６
０１は、送信用と受信用とを共用している。
【０１０６】
アンテナ６０１は、特定の方向に電波を放射する指向性アンテナである。変復調部６０３
から信号が乗せられた搬送波を受け取り、電波として空間に放射する。電波を放射できる
範囲は、アンテナ６０１の中央部から約３０ｍｍ以内である。
また、アンテナ６０１は、電波を受信し、受信した電波を電力信号に変換して、電力信号
を変復調部６０３へ出力する。また、電力信号を電源部６０４へ出力する。
【０１０７】



(18) JP 4587648 B2 2010.11.24

10

20

30

40

50

（２）電源部６０４
電源部６０４は、アンテナ６０１と接続され、アンテナ６０１から電力信号を受け取り、
受け取った電力信号を電荷として蓄積する。また、メモリカード６０の各構成部に電力を
供給する。
（３）駆動部６０６
駆動部６０６は、制御部６０７から発光又は消灯を示す指示信号を受け取る。
前記指示信号を受け取ると、受け取った指示信号に基づいて、発光又は消灯を行うように
、ＬＥＤ６０５を駆動制御する。
【０１０８】
（４）ＬＥＤ６０５
ＬＥＤ６０５は、発光ダイオード（ｌｉｇｈｔ－ｅｍｉｔｔｉｎｇ　ｄｉｏｄｅ）であり
、駆動部６０６の制御の元に、発光、消灯を行う。
（５）駆動部６０８
駆動部６０８は、制御部６０７から音声出力又は停止を示す指示信号を受け取る。前記指
示信号を受け取ると、受け取った指示信号に基づいて、所定の周波数の音声信号をスピー
カ６１０へ出力する。
【０１０９】
（６）スピーカ６１０
スピーカ６１０は、駆動部６０８から音声信号を受け取り、音声に変換して出力する。
（７）駆動部６０９
駆動部６０９は、制御部６０７から振動の開始又は停止を示す指示信号を受け取る。前記
指示信号を受け取ると、受け取った指示信号に基づいて、振動の開始又は停止を行うよう
に、バイブレータ６１１を駆動制御する。
【０１１０】
（８）バイブレータ６１１
バイブレータ６１１は、駆動部６０９の制御の元に、振動又はその停止を行う。
（９）情報記憶部６１２
情報記憶部６１２は、一般領域及び管理領域から構成されている。ここで、一般領域及び
管理領域は、メモリカード２１の情報記憶部２０３が有する一般領域２２１及び管理領域
２２３が記憶している情報と同様の情報を記憶している。
【０１１１】
（１０）制御部６０７
制御部６０７は、具体的には、マイクロプロセッサ、ＲＯＭ、ＲＡＭなどから構成される
。前記ＲＡＭには、コンピュータプログラムが記憶されている。前記マイクロプロセッサ
が、前記コンピュータプログラムに従って動作することにより、制御部６０７は、その機
能を達成する。
【０１１２】
制御部６０７の動作については、後述する。
２．３　抽出装置５０とメモリカード６０との間の通信方式
抽出装置５０の上にメモリカード６０が置かれた場合における抽出装置５０とメモリカー
ド６０との間の通信方式について説明する。
抽出装置５０とメモリカード６０との間の通信は、（ａ）電力の供給、（ｂ）通信の確立
及び（ｃ）データの送受信の３個のフェーズにより行われる。以下において、各フェーズ
について説明する。
【０１１３】
（ａ）電力の供給のフェーズ
抽出装置５０の制御部５１１は、電力供給用の電波の出力を各通信部に対して指示し、各
通信部は、電波を出力する。メモリカード６０のアンテナ６０１は、電波を受信し、電源
部６０４は、電荷を蓄積し、メモリカード６０を構成する各構成要素に対して電力を供給
する。
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【０１１４】
なお、抽出装置５０からメモリカード６０への電力の供給は、このフェーズのみに限定さ
れず、以下のフェーズにおいても、行われる。
（ｂ）通信の確立のフェーズ
抽出装置５０の各通信部は、同一の時間帯において、時分割された１０個の通信チャネル
と１個の制御チャネルとを介して、最大１０枚の異なるメモリカードとの間で、通信を行
う。各通信チャネル及び制御チャネルは、それぞれ上りチャネルと下りチャネルとを含ん
でいる。上りチャネルは、メモリカードから抽出装置５０への情報の送信にのみに用いら
れ、下りチャネルは、抽出装置５０からメモリカードへの情報の送信にのみ用いられる。
なお、以下においては、簡略化のために、上りチャネルと下りチャネルとを特に区別しな
い。各上りチャネル及び各下りチャネルは、５０ｍ秒の時間幅を有する。
【０１１５】
抽出装置５０の１個の通信部は、制御チャネルを介して、メモリカード６０に対して、媒
体ＩＤを要求する。メモリカード６０は、制御チャネルを介して、媒体ＩＤの要求を受け
取る。
次に、メモリカード６０は、１から１０までのいずれかの整数値からなる乱数を生成し、
生成した乱数が示す１個の通信チャネルを選択する。なお、メモリカード６０が情報記憶
部６１２に記憶している媒体ＩＤに、１から１０までのいずれかの整数値を生成するハッ
シュ関数を施して、１個の整数値を生成し、生成した整数値を用いて、１個の通信チャネ
ルを選択するとしてもよい。
【０１１６】
このように、メモリカードがランダムに生成した１から１０までのいずれかの整数値を用
いて、１個の通信チャネルを選択するので、複数のメモリカードが同一時間帯において、
通信を始めた場合においても、用いる通信チャネルが衝突する可能性は低減される。また
、複数のメモリカードにおいて、通信チャネルが衝突した場合には、各メモリカードは、
それぞれ乱数により生成した時間経過後において、再度別の乱数を生成し、生成した乱数
を用いて通信チャネルを選択する。
【０１１７】
次に、メモリカード６０は、選択した通信チャネルを示すチャネル識別番号と、自身が記
憶している媒体ＩＤを、制御チャネルを介して、抽出装置５０へ送信する。抽出装置は、
制御チャネルを介して、チャネル識別番号と媒体ＩＤとを受け取る。
なお、１個のメモリカードが、相互に近接して配置されている複数の通信部格納室の上部
に置かれた場合、これらの通信部格納室内に設けられた複数の通信部が、前記メモリカー
ドと通信を行うことになる。このとき、抽出装置５０は、前記メモリカードと通信を行う
１個の通信部を選択する。この選択方法の詳細については、後述する。
【０１１８】
このようにして、メモリカードと抽出装置５０との間で用いる通信チャネルが確立される
。
（ｃ）データの送受信のフェーズ
メモリカード６０と抽出装置５０とは、前記チャネル識別番号により識別される通信チャ
ネルを介して、データの送受信を行う。
【０１１９】
以上説明したように、時分割された１０個の通信チャネルと１個の制御チャネルとを介し
て、メモリカードと抽出装置５０との間で通信が行われる。従って、１０枚以内の複数の
メモリカードが重ねられた抽出装置５０上に置かれた場合であっても、抽出装置５０は、
それぞれのメモリカードと通信を行うことができる。
【０１２０】
２．４　抽出装置５０とメモリカード６０との間の通信の動作
抽出装置５０の上にメモリカード６０が置かれた場合における抽出装置５０とメモリカー
ド６０との間の通信の動作について、図２２～図２４に示すフローチャートを用いて説明
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する。
抽出装置５０の制御部５１１は、ステップＳ５０１から～Ｓ５０９を、抽出装置５０が有
する通信部の数だけ、つまり１００回繰り返す。この繰り返しにおいて、制御部５１１は
、変数ｉを、１、２、３、・・・、１００のように変化させる。
【０１２１】
制御部５１１は、変数ｉにより示される通信部に対して、媒体ＩＤを要求する要求指示を
出力し（ステップＳ５０２）、変数ｉにより示される通信部は、前記要求指示を電波で送
信する（ステップＳ５０３）。メモリカード６０の制御部６０７は、アンテナ６０１及び
変復調部６０３を介して、前記要求指示を受け取り（ステップＳ５０３）、内部に記憶し
ている媒体ＩＤを読み出し（ステップＳ５０４）、駆動部６０６に対して、ＬＥＤ６０５
を発光させるように制御し、ＬＥＤ６０５は、発光する（ステップＳ５０５）。次に、制
御部６０７は、読み出した媒体ＩＤを、変復調部６０３及びアンテナ６０１を介して、電
波で送信する（ステップＳ５０６）。通信部は、媒体ＩＤを受け取り、受け取った媒体Ｉ
Ｄを制御部５１１へ出力し（ステップＳ５０７）、制御部５１１は、変数ｉを通信部ＩＤ
として、通信部ＩＤと受け取った媒体ＩＤとの組をＩＤ対応テーブル５２１へ書き込む（
ステップＳ５０８）。
【０１２２】
以上のようにして、各通信部と通信を行っているメモリカードを識別する媒体ＩＤと、当
該通信部を識別する通信部ＩＤとの組が、ＩＤ対応テーブル５２１に記憶される。
次に、制御部５１１は、ＩＤ対応テーブル５２１から、媒体ＩＤと組になった通信部ＩＤ
を全て抽出し（ステップＳ５１０）、抽出した通信部ＩＤを持つ通信部に対して、ＬＥＤ
を発光させるように発光信号を出力し（ステップＳ５１１）、対応する各通信部は、ＬＥ
Ｄを発光させる（ステップＳ５１３）。また、抽出した通信部ＩＤを持たない通信部に対
して、ＬＥＤを消灯させるように発光停止信号を出力し（ステップＳ５１２）、発光停止
信号を受け取った通信部は、自身が有するＬＥＤが発光していれば、ＬＥＤの発光を停止
する（ステップＳ５１４）。
【０１２３】
以上のようにして、メモリカードが置かれた近辺にある通信部は、ＬＥＤを発光させ、そ
の他の通信部は、ＬＥＤが発光していれば、消灯する。
次に、制御部５１１は、ＩＤ対応テーブル５２１に記憶されている各組を、媒体ＩＤの順
序で並び換え、並び換えられた組を含む一時テーブルを生成し（ステップＳ５１５）、同
一媒体ＩＤが含まれている１個以上の組の中から、１個を選択してマークを付す（ステッ
プＳ５１６）。ここで、同一媒体ＩＤが含まれている２個以上の組が存在するなら、１個
のメモリカードが、相互に近接して配置されている複数の通信部格納室の上部に置かれて
いることとなる。これらの通信部格納室内に設けられた複数の通信部は、前記メモリカー
ドと通信を行うことになる。この場合、これらの２個以上の各組は、前記１個のメモリカ
ードの媒体ＩＤと、各通信部の通信部ＩＤとからなる。このとき、マークされた組に含ま
れる通信部ＩＤにより識別される通信部が、前記メモリカードと通信を行う１個の通信部
として選択される。
【０１２４】
次に、制御部５１１は、マークが付された組に含まれる通信部ＩＤにより識別される通信
部について、ステップＳ５１７からステップＳ５２４を繰り返す。
制御部５１１は、マークした通信部に対して情報要求を出力し（ステップＳ５１８）、当
該通信部は、情報要求を電波により送信する（ステップＳ５１９）。メモリカードの制御
部６０７は、アンテナ６０１及び変復調部６０３を介して、情報要求を受け取り（ステッ
プＳ５１９）、情報要求された情報を情報記憶部６１２から読み出し（ステップＳ５２０
）、読み出した情報を、変復調部６０３及びアンテナ６０１を介して送信し（ステップＳ
５２１）、当該通信部は、前記情報を受け取り（ステップＳ５２１）、受け取った情報を
制御部５１１へ出力する（ステップＳ５２２）。制御部５１１は、媒体ＩＤと受け取った
情報とを対応づけて情報記憶部５１４に書き込む（ステップＳ５２３）。
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【０１２５】
以上のようにして、制御部５１１は、抽出装置５０の上に置かれた全てのメモリカードか
ら情報を読み出し、メモリカードを識別する媒体ＩＤと読み出した情報とを対応付けて、
情報記憶部５１４に書き込む。
次に、制御部５１１は、情報記憶部５１４に書き込まれた媒体ＩＤと情報との組から、媒
体ＩＤのみを抽出して媒体ＩＤリストを生成し、生成した媒体ＩＤリストを表示部５１２
へ出力し、表示部５１２は、媒体ＩＤリストを表示する（ステップＳ５２５）。
【０１２６】
ここで、表示部５１２又は入力部５１３により、利用者の終了操作を受け付けると（ステ
ップＳ５２６）、抽出装置５０は、処理を終了し、電源をＯＦＦとする。
表示部５１２又は入力部５１３により、利用者から媒体ＩＤの選択を受け付けると（ステ
ップＳ５２７）、表示部５１２又は入力部５１３は、選択を受け付けた媒体ＩＤを制御部
５１１へ出力し、制御部５１１は、媒体ＩＤを受け取り、受け取った媒体ＩＤに対応する
情報を、情報記憶部５１４から読み出し、読み出した情報を表示部５１２へ出力し、表示
部５１２は、情報を表示する（ステップＳ５２８）。
【０１２７】
また、制御部５１１は、対応する通信部へＬＥＤを点滅する指示を出力し、また、対応す
るメモリカードに対するＬＥＤの点滅の指示を対応する通信部へ出力する（ステップＳ５
２９）。通信部は、ＬＥＤを点滅する（ステップＳ５３１）。また、通信部は、ＬＥＤの
点滅の指示をメモリカードへ出力し（ステップＳ５３０）。メモリカードは、ＬＥＤを点
滅し、バイブレータを振動させ、スピーカから音声を出力させる（ステップＳ５３２）。
【０１２８】
以上のようにして、利用者により選択されたメモリカードに記憶されている情報を表示部
５１２に表示させ、前記選択されたメモリカードのＬＥＤを点滅させ、バイブレータを振
動させ、スピーカから音声を出力させ、前記メモリカードが置かれた近辺の抽出装置５０
のＬＥＤを点滅させる。こうして、利用者は、表示された情報と、メモリカードとの対応
付けを知ることができる。
【０１２９】
２．５　その他の変形例
以上、抽出装置５０について説明してきたが、本発明は、上記の実施の形態に限定されな
いのはもちろんである。以下のような場合も本発明に含まれる。
（１）抽出装置５０は、第１の実施の形態において説明したように、利用者から所望する
メモリカードに関する検索条件の入力を受け付け、受け付けた検索条件を満たすメモリカ
ードを、抽出装置５０の上に置かれた複数のメモリカードから特定し、特定したメモリカ
ードが有するＬＥＤを発光させるとともに、特定したメモリカードの近辺において、抽出
装置５０が備えるＬＥＤを発光させるとしてもよい。
【０１３０】
（２）上述した抽出装置５０において、直交する仕切り板により区切られた通信部格納室
内に、各通信部が設けられているとしているが、以下のようにしてもよい。
通信部格納室は、図２５（ａ）に示すように、等間隔に平行するように設けられた複数枚
の仕切り板と、前記仕切り板にそれぞれ１２０度の角度をなし、それぞれが等間隔に平行
するように設けられた複数枚の仕切り板とにより、平行四辺形状に区切られることにより
形成されているとしてもよい。このようにして、形成された通信部格納室の中央部に、ア
ンテナとＬＥＤとが設置される。図２５（ａ）において、仕切り板が設置されている位置
を破線により示している。なお、前記の角度は、１２０度には限定されない。他の角度で
あってもよい。
【０１３１】
また、通信部格納室は、図２５（ｂ）に示すように、等間隔に平行するように設けられた
複数枚の仕切り板と、前記仕切り板にそれぞれ１２０度の角度をなし、それぞれが等間隔
に平行するように設けられた複数枚の仕切り板と、さらに、６０度の角度をなし、それぞ
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れが等間隔に平行するように設けられた複数枚の仕切り板とにより、正三角形状に区切ら
れることにより形成されているとしてもよい。このようにして、形成された通信部格納室
の中央部に、アンテナとＬＥＤとが設置される。図２５（ｂ）において、仕切り板が設置
されている位置を破線により示している。
【０１３２】
また、通信部格納室は、図２５（ｃ）に示すように、ハニカム形状に設けられた複数の仕
切り板により、六角形状に区切られることにより形成されているとしてもよい。このよう
にして、形成された通信部格納室の中央部に、アンテナとＬＥＤとが設置される。図２５
（ｃ）において、仕切り板が設置されている位置を破線により示している。
【０１３３】
（３）上述した抽出装置５０は、その上面において、その置かれる位置が限定されること
なく、利用者により自由に配されたメモリカードから情報を読み出すとしているが、次に
示すようにしてもよい。
抽出装置７０は、図２６に示すように、その上面において、３行×３列のマトリックスの
各要素に対応する位置に、９個の凹部７１１～７１９が設けられており、各凹部は、メモ
リカードを収容し、メモリカードの形状に相似する凹形状に形成されている。利用者は、
各凹部にメモリカードを収納する。また、抽出装置７０の上面部において、上記凹部を除
く凸状部に、９個の凹部７１１～７１９に対応して、それぞれ９個のＬＥＤ７１１ａ～７
１９ａが設けられている。
【０１３４】
さらに、図２７に示すように、凹部７１４の側面７２１と、側面７２１に対向する位置に
ある側面７２２のそれぞれにおいて、透孔７３１、７３２が開設されており、側面７２１
内部に発光素子７１４ｂを備え、側面７２２内部に受光素子７１４ｃを備えている。発光
素子７１４ｂは、透孔７３１及び７３２を通して、受光素子７１４ｃに対して光を照射す
る。凹部７１４の底面内部には、コイル状のアンテナを含む通信部が設けられている。
【０１３５】
ここで、図２７は、凹部７１４の底面と抽出装置の上面との間にあり、凹部７１４の底面
に平行な切断平面により抽出装置７０を切断して得られる断面図である。
他の凹部についても、凹部７１４と同様である。また、その他、抽出装置７０は、抽出装
置５０と同様の構成を有している。
【０１３６】
利用者により、メモリカードが凹部７１４に収納されると、受光素子７１４ｃは、発光素
子７１４ｂから照射される光が遮断されたことを検出し、遮断を示す信号を制御部へ出力
する。制御部は、前記信号を受け取ると、凹部７１４にメモリカードが収納されたと認識
し、凹部７１４の底面内部に設けられた通信部に対して、メモリカードとの通信を行うよ
うに制御する。
【０１３７】
このようにして、抽出装置７０は、凹部に収納されたメモリカードを検出し、収納された
メモリカードと凹部底面内部に設けられた通信部によりメモリカードとの通信を行うこと
により、メモリカードが情報を読み出し、読み出した情報を記憶し、また表示する。
（４）次に示すように構成してもよい。
【０１３８】
メモリカード６０の表面にバーコードが印刷されている。このバーコードは、メモリカー
ドが記憶している媒体ＩＤがバーコード化されて形成されたものである。
バーコードリーダ装置は、前記バーコードを光学的に読み取り、読み取ったバーコードを
、元の媒体ＩＤに変換するバーコードリーダ部と、変換されて生成された媒体ＩＤを用い
て、前記媒体ＩＤを記憶しているメモリカードを特定し、特定されたメモリカードから電
波により情報を読み出す通信部と、メモリカードから読み出した情報を表示する表示部を
備えている。
【０１３９】
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（５）メモリカードから取得して表示される情報には、媒体ＩＤ、タイトル情報、メモリ
カードの残り記憶容量などが含まれる。
（６）収納ケースを兼ねている装置に電子カードをいれておき、前記装置は、利用者から
メニューにより「容量の大きいカード」という検索条件の入力を受け付け、前記検索条件
を満たす電子カードを抽出し、抽出した電子カードを発光させるようにしてもよい。
【０１４０】
３．その他の変形例
なお、本発明を上記の実施の形態に基づいて説明してきたが、本発明は、上記の実施の形
態に限定されないのはもちろんである。以下のような場合も本発明に含まれる。
（１）メモリカードホルダーは、次に示すように構成してもよい。
【０１４１】
メモリカードホルダー８５は、図２８にその外観図を示すように、最大５枚分のメモリカ
ードを保持するための保持装置である。
メモリカードホルダー８５は、ＵＳＢケーブル８１１を介して、パーソナルコンピュータ
８０と接続されることによって、利用者に使用される。
メモリカードホルダー８５は、その側面部に５個のカード接続部８５１～８５５を備えて
おり、各カード接続部に１枚のメモリカードが挿入されて、メモリカードとメモリカード
ホルダー８５とが電気的に接続される。この図において、カード接続部８５１～８５２に
は、メモリカード８６１～８６２がそれぞれ挿入されて接続されている。カード接続部８
５３～８５５には、メモリカードは挿入されていない。
【０１４２】
パーソナルコンピュータ８０は、マイクロプロセッサ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ハードディスク
ユニット、液晶ディスプレィ部８０２、キーボード部８０１などから構成されるコンピュ
ータシステムである。前記ＲＡＭ又は前記ハードディスクユニットには、コンピュータプ
ログラムが記憶されている。前記マイクロプロセッサが、前記コンピュータプログラムに
従って動作することにより、パーソナルコンピュータ８０は、その機能を達成する。
【０１４３】
メモリカードホルダー８５は、図１に示すメモリカードホルダー１０のカード保持部１０
ｃに相当し、ＵＳＢケーブル８１１は、接続部１０ｂに相当し、パーソナルコンピュータ
８０は、入力表示部１０ａに相当している。
ＵＳＢケーブル８１１により接続されたメモリカードホルダー８５及びパーソナルコンピ
ュータ８０は、図１に示すメモリカードホルダー１０と同様に動作する。
【０１４４】
（２）メモリカードホルダーは、次に示すように構成してもよい。
パーソナルコンピュータ９０は、図２９にその外観図を示すように、パーソナルコンピュ
ータ８０と同様のコンピュータシステムである。マイクロプロセッサが、コンピュータプ
ログラムに従って動作することにより、パーソナルコンピュータ９０は、その機能を達成
する。
【０１４５】
パーソナルコンピュータ９０は、その側面部に５個のカード接続部９１１～９１５を備え
ており、各カード接続部に１枚のメモリカードが挿入されて、メモリカードとパーソナル
コンピュータ９０とが電気的に接続される。このように、パーソナルコンピュータ９０は
、最大５枚分のメモリカードを保持するための保持装置も兼ねている。
【０１４６】
この図において、カード接続部９１４～９１５には、メモリカード９２４～９２５がそれ
ぞれ挿入されて接続されている。カード接続部９１１～９１３には、メモリカードは挿入
されていない。
パーソナルコンピュータ９０は、図１に示すメモリカードホルダー１０と同様に動作する
。
【０１４７】
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（３）本発明は、上記に示す方法であるとしてもよい。また、これらの方法をコンピュー
タにより実現するコンピュータプログラムであるとしてもよいし、前記コンピュータプロ
グラムからなるデジタル信号であるとしてもよい。
また、本発明は、前記コンピュータプログラム又は前記デジタル信号をコンピュータ読み
取り可能な記録媒体、例えば、フレキシブルディスク、ハードディスク、ＣＤ―ＲＯＭ、
ＭＯ、ＤＶＤ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＡＭ、ＢＤ（Ｂｌｕ－ｒａｙ　Ｄｉｓｃ）、
半導体メモリなど、に記録したものとしてもよい。また、これらの記録媒体に記録されて
いる前記コンピュータプログラム又は前記デジタル信号であるとしてもよい。
【０１４８】
また、本発明は、前記コンピュータプログラム又は前記デジタル信号を、電気通信回線、
無線又は有線通信回線、インターネットを代表とするネットワーク、データ放送等を経由
して伝送するものとしてもよい。
また、本発明は、マイクロプロセッサとメモリとを備えたコンピュータシステムであって
、前記メモリは、上記コンピュータプログラムを記憶しており、前記マイクロプロセッサ
は、前記コンピュータプログラムに従って動作するとしてもよい。
【０１４９】
また、前記プログラム又は前記デジタル信号を前記記録媒体に記録して移送することによ
り、又は前記プログラム又は前記デジタル信号を前記ネットワーク等を経由して移送する
ことにより、独立した他のコンピュータシステムにより実施するとしてもよい。
（４）上記実施の形態、上記実施の形態の一部及び上記変形例をそれぞれ組み合わせると
してもよい。
【０１５０】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明は、記録媒体を保持する記録媒体ホルダーであって、電気的
な接続により読み書き可能であり、デジタル情報、又はデジタル情報及びその内容を示す
情報を記録している１個以上の記録媒体を、電気的に接続された状態で保持する保持手段
と、前記保持手段により保持及び接続されている前記記録媒体の中から１個の記録媒体を
選択する選択手段と、選択された記録媒体に記録されているデジタル情報へのアクセスが
許可されているか否かを判定する判定手段と、前記判定手段がアクセス可と判定した場合
に、選択された前記記録媒体に記録されているデジタル情報又はその内容を示す情報を表
示する表示手段とを備える。
【０１５１】
この構成によると、アクセスが可と判定された場合に、記録媒体に記録されてい情報など
を表示するので、記録媒体に秘密の情報が記録されている場合に、前記記録媒体を安全に
扱うことができる。
ここで、前記判定手段は、利用者から利用者パスワードの入力を受け付ける入力部と、あ
らかじめ機器パスワードを保持しているパスワード保持部と、入力を受け付けた前記利用
者パスワードと、保持している前記機器パスワードとを比較し、一致する場合に、アクセ
ス可と判定するパスワード判定部とを含む。
【０１５２】
この構成によると、記録媒体ホルダーに登録されている機器パスワードと、入力を受け付
けた利用者パスワードとを照合して、アクセスが可か否かを判定するので、機器パスワー
ドを知っている正当な利用者にのみアクセスを許可することができる。
ここで、前記記録媒体は、あらかじめ媒体パスワードを保持しているパスワード保持手段
を備え、前記判定手段は、利用者から利用者パスワードの入力を受け付ける入力部と、入
力を受け付けた前記利用者パスワードと、保持している前記媒体パスワードとを比較し、
一致する場合に、アクセス可と判定するパスワード判定部とを含む。
【０１５３】
この構成によると、記録媒体に登録されている媒体パスワードと、入力を受け付けた利用
者パスワードとを照合して、アクセスが可か否かを判定するので、記録媒体に登録されて



(25) JP 4587648 B2 2010.11.24

10

20

30

40

50

いる媒体パスワードを知っている正当な利用者にのみアクセスを許可することができる。
ここで、前記表示手段は、さらに、前記保持手段により保持及び接続されている前記記録
媒体に対応するアイコンを表示し、前記選択手段は、前記表示手段により表示されたアイ
コンのうち、利用者のクリックによりいずれか１個のアイコンの選択を受け付け、選択を
受け付けたアイコンに対応する記録媒体を選択する。
【０１５４】
この構成によると、アイコンを選択することにより、記録媒体を選択することができるの
で、記録媒体の選択が視覚的に容易にできる。
ここで、前記記録媒体ホルダーは、さらに、情報を一時的に保持するための領域を備える
記録手段を含み、前記選択手段は、さらに、記録媒体を初めて選択した場合に、選択した
記録媒体に記録されているデジタル情報、又はデジタル情報及びその内容を示す情報を前
記記録手段に記録し、前記選択手段により前記記録媒体を２回目以降選択した場合に、前
記表示手段は、選択された前記記録媒体に記録されているデジタル情報又はその内容を示
す情報の表示に代えて、前記記録手段に記録されている前記デジタル情報又はその内容を
示す情報を表示する。
【０１５５】
この構成によると、２回目以降に記録媒体を選択した場合に内部に記憶している情報を表
示するので、操作から表示までの処理時間を短縮することができる。
ここで、前記記録媒体ホルダーは、さらに、文字の入力を受け付ける文字入力手段と、前
記文字入力手段により入力を受け付けた文字に基づいて、前記保持手段に保持及び接続さ
れている前記記録媒体に記録されているデジタル情報を検索し、前記入力された文字に一
致するデジタル情報が記録された記録媒体を利用者に通知する検索手段とを含む。
【０１５６】
この構成によると、入力を受け付けた文字に一致する情報を記録している記録媒体を利用
者に通知するので、利用者は、所望の記録媒体を容易に見つけ出すことができる。
また、本発明は、電波を用いて非接触に読み書き可能な１個以上の記録媒体と、前記記録
媒体を保持する保持装置とから構成される電子カードシステムであって、前記記録媒体は
、デジタル情報を記憶している情報記憶手段と、電波を用いて前記デジタル情報を送信す
る送受信手段とを含み、前記保持装置は、保持手段と制御手段と表示手段とを備え、前記
保持手段は、媒体保持平面と、複数組の送受信部及び発光部とを備え、前記媒体保持平面
は、前記同数の区画に区分され、各組の送受信部及び発光部は、各区画に対向して設置さ
れ、各送受信部は、対向する当該区画の少なくとも一部を覆うように、記録媒体が前記媒
体保持平面上に保持されている場合において、電波を用いて当該記録媒体からデジタル情
報を読み出し、読み出したデジタル情報を制御部へ出力し、各発光部は、制御手段の制御
により発光し、前記制御手段は、前記デジタル情報を受け取り、受け取ったデジタル情報
を基にして表示情報を生成して出力し、前記デジタル情報の出力元の前記送受信部に対応
する前記発光部に対して発光するように制御し、前記表示手段は、表示情報を受け取り、
受け取った表示情報を表示する。
【０１５７】
この構成によると、利用者が情報記録媒体を抽出装置に挿入などをするなどの手間をかけ
ることなく、所望の情報記録媒体を選択することができる。
ここで、前記記録媒体は、さらに、発光、振動又は音声を出力する出力手段を備え、前記
制御手段は、さらに、前記デジタル情報を受け取ると、電波を用いて前記送受信部及び前
記記録媒体が有する前記送受信手段を介して、前記記録媒体が有する前記出力手段に対し
て、発光、振動又は音声を出力するように制御する。
【０１５８】
この構成によると、所望の情報記録媒体が、発光、振動又は音声を出力するので、所望の
情報記録媒体を容易に識別することができる。
ここで、前記制御手段は、さらに、利用者から検索情報の入力を受け付け、区画毎に受け
取ったデジタル情報から、前記入力を受け付けた検索情報に合致するデジタル情報を特定
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し、特定されたデジタル情報を記憶している記録媒体を保持する区画に対向する発光部に
対して発光するように制御する。
【０１５９】
この構成によると、所望の情報記録媒体が置かれた位置において発光するので、利用者は
、所望の情報記録媒体を容易に識別することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】メモリカードホルダー１０の外観図を示す。
【図２】メモリカードホルダー１０の構成を示すブロック図である。
【図３】情報記憶部１０５に記憶されている情報の一例を示す。
【図４】表示部１０２に表示される画面１６１の構成を示す。
【図５】スロットアイコンの形状をその意味とともに示す。
【図６】表示部１０２に表示される画面１７１の構成を示す。
【図７】メモリカード２１の構成を示すブロック図である。
【図８】情報記憶部２０３に記憶されている情報の一例を示す。
【図９】メモリカードホルダー１０全体の概要動作を示すフローチャートである。
【図１０】メモリカードホルダー１０の電源ＯＮ直後の動作を示すフローチャートである
。
【図１１】利用者によりスロットアイコンが選択された場合における、スロットの処理を
示すフローチャートである。図１２へ続く。
【図１２】利用者によりスロットアイコンが選択された場合における、スロットの処理を
示すフローチャートである。図１１から続く。
【図１３】メモリカードホルダー１０と、認証タイプのメモリカードとの間で行われる相
互認証の動作を示すフローチャートである。
【図１４】パスワードの確認動作を示すフローチャートである。
【図１５】検索処理の動作を示すフローチャートである。
【図１６】メモリカードホルダー１００ｂの外観図を示す。
【図１７】抽出装置５０の分解図を示している。
【図１８】抽出装置５０の構成を示すブロック図である。
【図１９】情報記憶部５１４が有しているＩＤ対応テーブル５２１のデータ構造を示す。
【図２０】メモリカード６０の外観図を示す。アンテナ６０１と回路部６０２とは、メモ
リカード６０の内部に封入されているので、実際に、外部から見ることはできない。この
図面では、容易に理解できるように、アンテナ６０１と回路部６０２とを描いている。
【図２１】メモリカード６０の構成を示すブロック図である。
【図２２】抽出装置５０の上にメモリカード６０が置かれた場合における抽出装置５０と
メモリカード６０との間の通信の動作を示すフローチャートである。図２３へ続く。
【図２３】抽出装置５０の上にメモリカード６０が置かれた場合における抽出装置５０と
メモリカード６０との間の通信の動作を示すフローチャートである。図２４へ続く。
【図２４】抽出装置５０の上にメモリカード６０が置かれた場合における抽出装置５０と
メモリカード６０との間の通信の動作を示すフローチャートである。図２３から続く。
【図２５】通信部格納室の形状を示す。
（ａ）平行四辺形型の形状である。
（ｂ）正三角形型の形状である。
（ｃ）ハニカム型の形状である。
【図２６】抽出装置７０の外観図を示す。
【図２７】抽出装置７０のＡ－Ａ’断面図の一部分を示す。
【図２８】パーソナルコンピュータ８０及びメモリカードホルダー８５の外観図を示す。
【図２９】パーソナルコンピュータ９０の外観図を示す。
【符号の説明】
１０　　メモリカードホルダー
１０ａ　入力表示部
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１０ｂ　接続部
１０ｃ　カード保持部
２１～２５　メモリカード
３０　　操作ペン
５０　　抽出装置
５０ａ　蓋部
５０ｂ　本体部
６０ａ～６０ｅ　メモリカード
７０　　抽出装置
８０　　パーソナルコンピュータ
８５　　メモリカードホルダー
９０　　パーソナルコンピュータ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】



(33) JP 4587648 B2 2010.11.24

【図２３】 【図２４】

【図２５】 【図２６】
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【図２７】 【図２８】

【図２９】
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